
（様式２） ４月契約分

健康福祉部

契約の名称又は商品・数量等 契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額（円）
地方自治法施行令

の適用条項
所管部課（地方機関）

の名称
随意契約
とした理由

備考

生活困窮者自立相談支援人材養
成研修業務委託

H31.4.1
社会福祉法人
島根県社会福祉協議会
松江市東津田町1741-3

1,365,290 第167条の2第1項第2号 地域福祉課

本事業は、市町村社会福祉協議会等が自治体から受託している自立相
談支援機関において、相談・支援業務に従事する相談支援員等への研
修を行うものである。契約相手方は、市町村社会福祉協議会への支援
や社会福祉の人材育成などの業務を行うことを目的とした団体であり、
研修実績も豊富である。また、生活困窮者支援に関わる関係機関・団体
と日頃から十分な連携が図られており、県内で本事業を実施できる団体
は契約相手方以外いない。

島根県福祉人材センター運営事
業委託

H31.4.1
社会福祉法人
島根県社会福祉協議会
松江市東津田町1741-3

128,468,000 第167条の2第1項第2号 地域福祉課

本事業は、社会福祉事業者が質の高いサービスを提供できる人材を確
保するため、従事者及び従事しようとする者に無料職業紹介や就職説
明、人材確保相談、従事者研修等を実施するものである。契約先は島
根県社会福祉協議会で、実施主体は社会福祉法第９３条第１項の規定
に基づく「島根県福祉人材センター」であり、他の団体には本事業の履
行はできない。

島根県地域生活定着支援セン
ター運営事業委託

H31.4.1
社会福祉法人
島根県社会福祉協議会
松江市東津田町1741-3

18,033,000 第167条の2第1項第2号 地域福祉課

本事業は、矯正施設出所者を適切な福祉サービスに繋げ、地域生活へ
の定着を図ろうとするものであり、各福祉施設をはじめとする社会福祉
事業者間のサービス利用調整や地域でのインフォーマルサービスを含
めた受け入れ体制を整備することが主たる目的である。必須要件の①
客観的な立場で各福祉サービスの事業者、施設間の調整、受入先施設
の支援ができること②専門的な立場で保護観察所、矯正施設等との調
整ができること③全県的に支援が可能であることをすべて満たす団体は
契約相手方以外いない。

民生児童委員研修事業委託 H31.3.1
島根県民生児童委員協議会
松江市東津田町1741-3

4,406,000 第167条の2第1項第2号 地域福祉課

本事業は民生委員・児童委員への研修を行い、「資質向上」及び「知識
の習得による活動の負担軽減」を図ることが主な目的。契約相手先は県
内の民生委員・児童委員が加入し、研修事業開催など会員の資質向上
に努めるとともに、民生委員・児童委員、市町村等の関係機関とも日常
的に連絡をとり、情報の共有化を図っている。研修開催実績及び契約相
手先の持つネットワークにより、民生委員・児童委員が求めている研修
を立案・実施することが可能。これらのことから、本事業は契約相手先以
外の団体においては委託業務の目的を達成できない。

平成３１年度移植医療普及啓発
事業委託契約

H31.4.1

公益財団法人ヘルスサイエンスセ
ンター島根
理事長　広沢　卓嗣
島根県出雲市塩冶町２２３番地７

20,326,960 第167条の2第1項第2号 医療政策課

当該法人は、①移植医療に関する普及啓発等を行うことを目的に設立
された法人である、②複合バンクである「しまねまごころバンク」が設置さ
れ、厚生労働省から眼球のあっせん業許可を県内で唯一受けている団
体である、③臓器移植に関する普及啓発や関係者間の連絡調整等を行
う県臓器移植コーディネーターが県内で唯一配置されていることから、
当該事業を実施可能な事業者は、本県では当該法人以外にないため。

医療・介護・保健データ統合分析
システム運用業務委託

H31.4.1
ニッセイ情報テクノロジー株式会社
代表取締役社長　鬼頭誠司
東京都大田区蒲田５－３７－１

2,916,000 第167条の2第1項第2号 医療政策課
　同社は平成26年度に本システムを開発した者であり、照会対応を含め
た保守業務を実施できる唯一の者であるため。

随意契約の結果の公表
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契約の名称又は商品・数量等 契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額（円）
地方自治法施行令

の適用条項
所管部課（地方機関）
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平成31年度医師確保に関する情
報発信・提供業務委託

H31.4.1
総合メディカル株式会社広島支店
広島県広島市中区胡町4-21

1,999,800 第167条の2第1項第2号 医療政策課
平成31年度医師確保に関する情報発信・提供業務委託企画提案競技
実施要綱に基づき、審査委員会において決定した業者であるため。

平成31年度医師確保に関する情
報発信・提供業務委託

H31.4.1
株式会社メディカルキャスト
大阪府大阪市西区江戸堀1-7-13-
3F

1,980,000 第167条の2第1項第2号 医療政策課
平成31年度医師確保に関する情報発信・提供業務委託企画提案競技
実施要綱に基づき、審査委員会において決定した業者であるため。

平成31年度しまね地域医療支援
センター事業委託契約

H31.4.1
一般社団法人しまね地域医療支援
センター　理事長　井川幹夫
島根県出雲市塩冶町89番地1

68,457,000 第167条の2第1項第2号 医療政策課

一般社団法人しまね地域医療支援センターは、島根大学・県内病院・医
師会・市町村・県の54団体を会員とし、県内での医師のキャリア形成糖
を支援し、医師、特に若手医師の県内定着を図ることにより、島根県の
地域医療の確保に寄与することを目的として、平成25年3月21日に設立
登記された団体である。
本事業は、医師のキャリア形成支援等を行い、医師の県内定着を促す
ことにより、県内の地域医療の確保を図るための事業であり、本事業を
確実に遂行できる団体は当該法人以外にない。

平成31年度地域医療実習事業委
託

H31.4.1
国立大学法人島根大学
学長　服部泰直
松江市西川津町1060番地

4,900,000 第167条の2第1項第2号 医療政策課

　本事業は、非営利事業を公法人である国立大学法人と直接契約を締
結するものである。
　また、本事業は平成１４年度より実施しているが、参加する医学生は島
根大学医学部の学生が大多数を占めることから、効率的に業務を実施
するためには、同大学以外に適当な者がいないため。

平成31年度島根大学医学部附属
病院卒後教育環境等整備事業

H31.4.1
国立大学法人島根大学
学長　服部泰直
松江市西川津町1060番地

19,037,000 第167条の2第1項第2号 医療政策課
専門研修プログラムの基幹病院となるためには、適切な指導医の数、
症例数、研修体制等が必要となるが、すべての診療科でこれらの水準
を満たし、事業目的を遂行できるのは島根大学以外にないため。

医療勤務環境改善アドバイザー
業務

H31.4.1

公益社団法人日本医業経営コンサ
ルタント協会
会長　常山正雄
東京都千代田区三番町9－15ホス
ピタルプラザビル５階

2,961,800 第167条の2第1項第2号 医療政策課

　公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会は、厚生省の外郭団
体として平成２年に発足し、平成24年に公益社団法人の認可を得た会
員数3,000人超の団体である。
　島根県においても平成27年度に4病院、28年度に3病院、29年度に2病
院、30年度に1病院のアドバイザー支援を実施した実績があり、県内の
勤務環境改善の取組状況にも精通していることから、継続的に支援を行
う観点からも、当該協会へ業務を委託することが適当と考える。
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平成31年度認定看護師教育課程
運営事業

H31.4.1
公立大学法人島根県立大学
理事長　清原正義
浜田市野原町2433-2

17,067,700 第167条の2第1項第2号 医療政策課

　島根県立大学では、平成２５年１０月にしまね看護交流センター（出雲
キャンパス内）を設置し、県内における看護学の学習機会を積極的に提
供している。同センターでは医療の高度化・多様化や社会情勢の変化に
対応した、安全で質の高い看護を提供するためのキャリア形成を支援し
ており、こうした取り組みは本事業の目的に合致している。
　島根県立大学は、平成２７年度に認定看護師教育課程を開講に必要
な教育機関としての認定を公益社団法人日本看護協会から受けてお
り、また、平成２８年度、２９年度、３０年度に実際に開講した実績があ
る。
　これらの修了者へのフォローアップ行う観点からも、当該法人に業務を
委託することが適当と考える。

平成31年度看護師の特定行為に
係る指定研修機関設置・運営事
業

H31.4.1
島根県立中央病院　病院長　小阪
真二
島根県出雲市姫原四丁目1-1

21,087,000 第167条の2第1項第2号 医療政策課

　今後の地域包括ケアシステム構築にあたり、2025年に向けてさらなる
在宅医療の推進を図るためには、あらゆる分野での活躍が期待される
特定行為ができる看護師を計画的に養成することは政策医療である。
　島根県立中央病院は、県立病院の使命として、島根県内全域を対象と
して地域に必要とされる総合力をもった医療者の育成を担う地域医療支
援病院であることから、平成29年度以降、島根県立中央病院に特定行
為研修の指定研修機関を設置することを前提に、検討してきているとこ
ろである。
　以上から、本事業を実施できる団体は当該病院以外にない。

平成31年度県立松江高等看護学
院管理運営委託

H31.4.1

一般社団法人 松江市医師会
会長　泉　明夫
松江市西嫁島２丁目２番23号

112,927,000 第167条の2第1項第2号 医療政策課

　高度化・多様化する医療ニーズに対応する質の高い看護師を養成す
るためには、看護教育における病院などでの臨地実習の充実が重要で
あり、そのためには、地域の医療機関の協力が不可欠である。
　松江市医師会は、現在准看護師養成所も運営しており、養成所の運
営に関する能力を有しており、併せて、実習等における地域の医療機関
との協力も円滑に実施している。
　こうしたことから、県立松江高等看護学院の運営及び教育を任せるこ
とのできる団体は、当該法人以外にはないものと考える。

平成31年度県立石見高等看護学
院管理運営業務

H31.4.1
公益社団法人 益田市医師会
会長 神﨑　裕士
益田市遠田町1917番地２

193,959,000 第167条の2第1項第2号 医療政策課

 高度化する医療技術や県民の多様な医療ニーズに対応する質の高い
看護師を養成するためには、看護教育における医療機関での臨地実習
の充実が重要であり、臨地実習を充実させるためには、地域の医療機
関の協力が不可欠である。
 また、益田市医師会は、県立石見高等看護学院が設置されるまで准看
護師養成所を運営しており、養成所の運営に関する能力を有している。
併せて、臨地実習等における地域の医療機関との連携も円滑に実施さ
れている。
 以上より、県立石見高等看護学院の管理運営を任せることが可能な団
体は、当該法人以外にない。

平成31年度島根県ナースセン
ター事業委託

H31.4.1
公益社団法人　島根県看護協会
会長　秦　美恵子
松江市袖師町７－１１

15,273,464 第167条の2第1項第2号 医療政策課

　公益社団法人島根県看護協会は、会員数5,500人超の看護職能団体
で、看護職員の資質向上に努める公益法人であり、本県の看護師等教
育研修事業の委託実績がある。
　本事業は、看護職員の確保、資質向上及び勤務環境改善等を図るた
めの事業であり、本県において本事業を一体的かつ確実に実施できる
団体は当該法人以外にないため。

平成31年度新人看護職員研修
（多施設合同）事業

H31.4.1
公益社団法人　島根県看護協会
会長　秦　美恵子
松江市袖師町７－１１

2,267,500 第167条の2第1項第2号 医療政策課

　公益社団法人 島根県看護協会は、県民に安全・安心な看護サービス
を提供するため、看護職員の資質向上等に取り組んでいる公益団体で
あり、こうした同協会の取り組みは本事業の目的にも合致するとともに、
我が国の看護の動向を把握し、必要な研修計画の企画・立案から実施
までできる能力を有する団体は本県では同協会のみであるため。
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平成31年度新人看護職員研修
（教育担当者等）事業

H31.4.2
公益社団法人　島根県看護協会
会長　秦　美恵子
松江市袖師町７－１１

2,219,020 第167条の2第1項第2号 医療政策課

　公益社団法人 島根県看護協会は、県民に安全・安心な看護サービス
を提供するため、看護職員の資質向上等に取り組んでいる公益団体で
あり、こうした同協会の取り組みは本事業の目的にも合致するとともに、
我が国の看護の動向を把握し、必要な研修計画の企画・立案から実施
までできる能力を有する団体は本県では同協会のみであるため。

平成31年度看護師等教育研修事
業

H31.4.3
公益社団法人　島根県看護協会
会長　秦　美恵子
松江市袖師町７－１１

1,848,000 第167条の2第1項第2号 医療政策課

　公益社団法人 島根県看護協会は、県民に安全・安心な看護サービス
を提供するため、看護職員の資質向上等に取り組んでいる公益団体で
あり、こうした同協会の取り組みは本事業の目的にも合致するとともに、
我が国の看護の動向を把握し、必要な研修計画の企画・立案から実施
までできる能力を有する団体は本県では同協会のみであるため。

島根県小児救急電話相談（＃
8000）業務委託契約

H31.4.1
ダイヤルサービス株式会社
代表取締役　今野由梨
東京都千代田区三番町6-2

8,992,500 第167条の2第1項第2号 医療政策課

　本業務は年間を通した小児医療に係る電話相談サービスであり、電話
相談での対応の技術や医療に関する知識の専門性及び通年での相談
体制が整備されていること。
　　また、相談に対応するためには、本県の小児救急医療の提供体制を
熟知している者である必要があり、当該法人以外にない。

島根県ドクターヘリ運航連絡調整
業務委託契約

H31.4.1

セントラルヘリコプターサービス株
式会社
代表取締役　北川　昭
愛知県西春日郡豊山町大字豊場
字林先１番地１

1,959,966 第167条の2第1項第2号 医療政策課
　本業務はドクターヘリ運航に係る各種連絡調整業務であることから、
島根県ドクターヘリ運航業務を受託しているものでなければ履行できな
いため。

広域災害救急医療情報システム
業務

H31.4.1
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
代表取締役社長　岩本　敏男
東京都江東区豊洲三丁目３番３号

5,232,000 第167条の2第1項第2号 医療政策課
災害時の病院被災情報を収集、発信するシステムである広域災害救急
医療情報システムは、ＮＴＴデータが国からの委託を受けて開発してお
り、接続できる業者はＮＴＴデータのみであるため。

Mユニット精神科診療業務委託 H31.4.1
社会医療法人清和会　西川病院
浜田市港町２９３－２

単価契約 第167条の2第1項第2号
島根あさひ社会復帰
促進センター診療所

浜田県域で唯一の精神科単科病院であり、他に委託可能な医療機関が
無いため。

単価契約
執行予定金額：2,826,000円
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契約の名称又は商品・数量等 契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額（円）
地方自治法施行令

の適用条項
所管部課（地方機関）

の名称
随意契約
とした理由

備考

検体検査業務委託 H31.4.1
株式会社福山臨床検査センター三
次支所
広島県三次市南畑敷町８１８－１

単価契約 第167条の2第1項第2号
島根あさひ社会復帰
促進センター診療所

刑務所内の診療所であり、臨床検査技師が配置されていないことから、
特殊性、診療状況、体制等を開設時から熟知し、当診療所で導入した電
子カルテに対応した検査結果の提供が可能な事業者が他に無いため。

単価契約
執行予定金額：2,987,726円

保健医療福祉制度等広報啓発業
務

H31.4.1
一般社団法人島根県医師会
会長　小村明弘
松江市袖師町１番３１号

10,521,000 第167条の2第1項第2号 医療政策課

本事業は各種保健医療福祉制度等に関する情報を医療機関に迅速か
つ効果的に提供し、理解・協力の促進を図ることを目的としている。
島根県医師会は１，０００人を超える会員を有する県下最大の医師職能
団体であり、会員の所属する医療機関に迅速かつ効果的に情報提供が
行え、かつ医療従事者を対象とした各種保健医療福祉制度等に関する
研修会の実施に関しても、多くの会員医療機関に案内が可能であり、多
数の参加も期待できる。
このように、県内の医療機関に対して広報や研修を効果的に実施できる
団体は島根県医師会しかない。

平成31年度安定ヨウ素剤配布管
理システム運用支援等業務

H31.4.1

富士通株式会社　山陰支社　山陰
支社
支社長　竹岡ゆかり
松江市学園南二丁目10番14号

1,489,608 第167条の2第1項第4号 医療政策課

同社は、「安定ヨウ素剤配布管理システム」（以下、「システム」という。）
を開発した者であるが、本委託業務は、説明会開催に伴う住基からの住
民データインポート、システム利用に際してのQA対応並びに説明会時に
システムを利用する職員のサポートを行うことを主としているため、シス
テムを開発した同社に委託することが、効率的かつ経費の面でも有利で
あると判断し、地方自治法施行令による「競争入札に付することが不利」
と認められるため。

平成31年度訪問看護に関する研
修実施業務

H31.4.1
公益社団法人　島根県看護協会
会長　秦　美恵子
松江市袖師町７－１１

2,400,000 第167条の2第1項第2号 医療政策課

　公益社団法人 島根県看護協会は、県民に安全・安心な看護サービス
を提供するため、看護職員の資質向上等に取り組んでいる公益団体で
あり、こうした同協会の取り組みは本事業の目的にも合致するとともに、
我が国の看護の動向を把握し、必要な研修計画の企画・立案から実施
までできる能力を有する団体は本県では同協会のみであるため。

平成31年度島根県医療機能情報
システム運用保守業務委託

H31.4.1
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
代表取締役社長　本間　洋
東京都江東区豊洲三丁目３番３号

2,995,320 第167条の2第1項第2号 医療政策課
法改正に伴う制度変更等に対応するため、現行システムの運用保守を
行うNTTデータとの業務委託を１年間延長するため。

平成31年度先天性代謝異常等検
査業務委託契約

H31.4.1
国立大学法人島根大学
（島根県松江市西川津町1060）

2,930 第167条の2第1項第2号 健康推進課

新生児スクリーニング検査の対象となっている疾患は急性発症により新
生児の生命に関わる場合もるため、より迅速な検査体制の確保が求め
られるが、県内で新生児スクリーニング検査を行える機関は島根大学の
みであるため。
【単価契約】　執行予定総額：18,236,027円
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契約の名称又は商品・数量等 契約日
契約の相手先の
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随意契約
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平成31年度島根県難病相談・支
援センター事業及び専門相談事
業

H31.4.1
公益財団法人
ヘルスサイエンスセンター島根
（島根県出雲市塩冶町223番地7）

12,276,000 第167条の2第1項第2号 健康推進課

本事業の実施には、難病相談・指導及び支援の能力と実績があること
が求められる。
公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根（旧島根難病研究所）は、
県内唯一の難病専門の研究機関として、難病診療連携拠点病院でもあ
る島根大学医学部と連携し難治性疾患の研究を行った実績があり、所
内に窓口を設け相談業務を実施している県内唯一の機関であるため。

平成31年度島根県難病医療提供
体制整備事業

H31.4.1
公益財団法人
ヘルスサイエンスセンター島根
（島根県出雲市塩冶町223番地7）

4,717,900 第167条の2第1項第2号 健康推進課

この事業は、難病診療連携コーディネーターを配置し、難病が疑われな
がらも診断がつかない患者について、協力病院等からの診療連携の相
談に応じ、早期に正しい診断が可能な医療機関や難病医療支援ネット
ワーク等への相談・照会等を行う事業であり、難病医療に関するノウハ
ウや医療機関とのネットワークを有している機関への委託が必要であ
る。
公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根（旧島根難病研究所）は、
昭和５０年の島根医科大学（現在の島根大学）の開学を契機として設立
されて以来、県内唯一の難病専門の研究機関として、難病診療連携拠
点病院である島根大学をはじめとする県内外の医療機関との連携を通
じて、難治性疾患に関する調査研究や技術研修、難病相談等を実施し
てきており、この条件を満たしていると認められるため。

島根県難病患者等公費負担管理
システム運用保守業務委託

H31.4.1
富士通エフ・アイ・ピー株式会社
中四国支社
（広島県広島市中区胡町4番21号）

1,944,000 第167条の2第1項第2号 健康推進課

システムの質と適切な運用の確保及び価格の抑制の観点から、提案協
議による調達とし、「島根県難病患者等公費負担管理システム開発・運
用保守業務に係る提案競技審査委員会」が選定した者と随意契約を行
う。

国保事業費納付金算定等関連業
務に係る業務委託

H31.4.1
島根県国民健康保険団体連合会
（島根県松江市学園１丁目７－１４）

3,507,000 第167条の2第1項第2号 健康推進課

国民健康保険の事業費納付金・標準保険料率の算定にあたっては、国
が開発した「国保事業費納付金等算定標準システム」を利用することと
なるが、システム運用等の一部業務を国民健康保険団体連合会へ委託
する。
また、高額医療費情報の把握や、特別高額医療費共同事業の運営を、
引き続き、同連合会に担って貰うため、併せて業務を委託する。

ＥＭＩＴＡＳＵ－Ｇからの糖尿病対
策評価にかかるデータ抽出事業

H31.4.22

ニッセイ情報テクノロジー株式
会社
（東京都大田区蒲田５－３７－
１）

1,024,660 第167条の2第1項第2号 健康推進課

当県は、平成30年３月に策定した「島根県糖尿病腎症重症か予防プロ
グラム」　に沿った現状分析を進め、情報提供することで、市町村におけ
る総合的な糖尿病対策を推進している。
ニッセイ情報テクノロジー（株）は、レセプトや検診データ等医療介護保
健事業を、分析に適した形式でデータベース化した自治体向けデータ活
用システム（EMITAS-G）を開発した企業であり、昨年度からデータ抽出
等事業を委託し、そのデータを横断的な情報分析等に活用している。
今年度も事業を継続実施することから、データ抽出及び分析作業を同社
に委託する。

事業委託先：
島根大学医学部附属病院

援護システムの運用支援に係る
委託契約

H31.4.1

東京都千代田区丸の内２丁目７
番３号
三菱電機株式会社
官公システム部長　大日方潤

1,119,648 第167条の2第1項第2号 高齢者福祉課

厚生労働省の指定による。(援護システムは、厚生労働省、データセン
タ、サポートセンタと各都道府県をネットワークで結び各種の援護業務を
行うものとして厚生労働省が整備したものであり、システムに関する運
用支援業務の契約にあたっては、作業と経費の効率化、サービスレベ
ルの均一化等を図ることから、同省が入札した業者と各都道府県が契
約を行うよう指定されているため。）
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契約の名称又は商品・数量等 契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額（円）
地方自治法施行令

の適用条項
所管部課（地方機関）

の名称
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しまね若年性認知症相談支援セ
ンター運営事業委託

H31.4.1
出雲市今市町１２１３
公益社団法人認知症の人と家族
の会　島根県支部

1,770,000 第167条の2第1項第2号 高齢者福祉課

公益社団法人認知症の人と家族の会島根県支部（以下「家族会」とい
う。）は、認知症に関する正しい知識の普及と理解の促進、認知症の人
と家族に対する相談及び指導等を活動の目的として設置された団体で、
認知症に関わる当事者（認知症の人、家族、介護職、医療職等）を中心
として構成される全国的な唯一の団体である。家族会は、「しまね認知
症コールセンター運営事業」を受託しており、当事者等からの電話相談
及び市町村等関係機関との連携の実績があり、また全国組織のネット
ワークを活かして、全国で活躍する先駆的な当事者や団体の活用や先
進的な対応が期待できる。さらに、島根県認知症施策検討委員会にお
いて、本事業を行うのに適した団体であるとされ、若年性認知症支援
コーディネーター研修も２名が受講修了しており、家族会はこの業務を
企画、実施できる唯一の団体である。

しまね認知症疾患医療センター運
営事業委託

H31.4.1
国立大学法人島根大学　学長
島根県松江市西川津町１０６０

8,074,000 第167条の2第1項第2号 高齢者福祉課

島根大学医学部附属病院は、島根県認知症疾患医療センター運営事
業実施要綱に基づき、平成31年3月27日付けで認知症疾患医療セン
ター（基幹型型）の指定を受けており、この事業を実施できる唯一の保険
医療機関であるため。

事業委託先：
島根大学医学部附属病院

しまね認知症コールセンター事業
委託

H31.4.1
公益社団法人認知症の人と家族の
会島根県支部　代表世話人
島根県出雲市今市町１２１３

1,897,000 第167条の2第1項第2号 高齢者福祉課

公益社団法人認知症の人と家族の会島根県支部（以下「家族会」とい
う。）は、認知症に関する正しい知識の普及と理解の促進、認知症の人
と家族に対する相談及び指導等を活動の目的として設置された団体で、
認知症に関わる当事者（認知症の人、家族、介護職、医療職等）を中心
として構成される全国的な唯一の団体である。
委託業務は、認知症の電話相談であり、家族会は電話相談による支援
活動を県内で実施している唯一の団体で、この業務を企画、実施できる
唯一の団体である。

認知症疾患医療センター運営事
業委託

H31.4.1
社会医療法人昌林会　理事長
島根県安来市安来町８９９－１

3,621,000 第167条の2第1項第2号 高齢者福祉課
島根県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱に基づき、平成31年
3月27日付けで認知症疾患医療センター（地域型）の指定を受けており、
この事業を実施できる限られた保険医療機関であるため。

事業委託先：安来第一病院

認知症疾患医療センター運営事
業委託

H31.4.1
社会医療法人正光会　理事長
島根県益田市高津町四丁目２４
－１０

3,621,000 第167条の2第1項第2号 高齢者福祉課
島根県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱に基づき、平成31年
3月27日付けで認知症疾患医療センター（地域型）の指定を受けており、
この事業を実施できる限られた保険医療機関であるため。

事業委託先：松ヶ丘病院

平成３１年度　介護給付適正化業
務委託料

H31.4.1
島根県国民健康保険団体連合会
理事長
島根県松江市学園1丁目７－１４

3,597,000 第167条の2第1項第2号 高齢者福祉課

この業務については、国保連合会が開発した介護給付適正化システム
を運用し、同システムにより出力されたデータを利用して実施するもので
あり、また、必要に応じて介護給付費の過誤調整の処理を保険者に代
わって行うことから、同会がこの業務を実施することができる唯一の機
関であるため。

事業委託先：島根県国民健
康保険団体連合会

平成３１年度中高年齢者等への
入門的研修事業等業務委託

H31.4.1
社会福祉法人　島根県社会福祉協
議会
島根県松江市東津田町１７４１－３

12,221,000 第167条の2第1項第2号 高齢者福祉課
当該団体は社会福祉法第９３条に基づき、県ごとに１団体に限り定めら
れる福祉人材センターに指定されており、今回の事業を円滑に実施でき
る唯一の団体であるため。
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介護保険指定事業者管理システ
ム運用支援業務委託

H31.4.1
株式会社　マツケイ　代表取締役
社長　　　　　　　　　　　　　島根県松
江市乃木福富町７３５－２１１

3,630,000 第167条の2第1項第2号 高齢者福祉課

本システム導入時、一般競争入札により契約者が決定となった。以降、
複数回にわたる介護保険の制度改正により、大幅な仕様変更を要した
ためシステムが複雑化しており、入力作業、管理等システム設計と切り
離せないことから、システムを構築した業者でしか行えないため。

生活支援コーディネーター活動支
援研修業務委託

H31.4.1
社会福祉法人　島根県社会福祉協
議会
島根県松江市東津田町１７４１－３

3,347,949 第167条の2第1項第2号 高齢者福祉課

島根県社会福祉協議会は地域福祉の充実を目指す活動を行い、福祉
人材センターとして社会福祉事業従事者の研修や人材育成の研修を多
数実施し熟知している。この事業の目的を果たすことができるものがほ
かにいない。

平成３1年度母子・父子福祉セン
ター管理運営業務委託

H31.4.1

一般財団法人　島根県母子寡婦福
祉連合会
（松江市東津田町1741-3いきいき
プラザ島根内）

8,742,000 第１６７条の２第１項第２号 青少年家庭課

　当該業務は、母子家庭、父子家庭、及び寡婦に対して各種の相談に
応ずるとともに、経済的基盤の弱い母子家庭の母及び寡婦を対象に、
就労のための技術を身につけさせることにより、経済的基盤の確立と自
立促進を図ることを目的としており、その目的を達成するためには、母子
寡婦福祉の振興、推進等の活動を行える組織力、情報収集力等が不可
欠である。
　当該団体は、県下全域を対象とした唯一の母子寡婦福祉団体であり、
活動実績、組織力及び情報収集力等から本業務を確実に遂行できる体
制を十分に整えており、本業務を遂行できる委託先は、（一財）島根県
母子寡婦福祉連合会以外にない。

平成３1年度島根県ステップハウ
ス提供事業業務委託

H31.4.1 非公表 2,159,000 第１６７条の２第１項第２号 青少年家庭課

　DV被害者は心身ともに傷ついた状態にあり、２次的被害防止のために
は、ＤＶ被害者の特性を十分理解した職員の配置が必要である。
　恒常的に職員が勤務しており、常に対象者の受入れ体制が組織的に
確保されていることや、自立のための就職先が身近に多くあることから、
当該事業者が最も効果的に本事業を実施できるため。

平成31年度児童移送業務委託 H31.4.1
日本交通株式会社
島根県松江市東朝日町２７８番地３

単価契約 第１６７条の２第１項第２号 青少年家庭課
児童移送委託業務を県全域において実施できる業者はこの１社しかな
いため。

・単価契約
  執行予定金額：4,722,600
円
・単価は距離及び時間毎に
設定

平成３１年度里親研修事業業務
委託

H31.4.1
島根県里親会
松江市西川津町3090-1

1,110,000 第１６７条の２第１項第２号 青少年家庭課
事業遂行にあたっては、里親制度の推進や社会的養護について十分な
理解と熱意が必要であることから、日頃から要保護児童の養育に取り組
んでいる里親で組織される島根県里親会への委託が適当なため。

平成３１年度里親制度普及啓発
情報発信事業業務委託

H31.4.1
島根県里親会
松江市西川津町3090-1

1,041,100 第１６７条の２第１項第２号 青少年家庭課
事業遂行にあたっては、里親制度の推進や社会的養護について十分な
理解と熱意が必要であることから、日頃から要保護児童の養育に取り組
んでいる里親で組織される島根県里親会への委託が適当なため。

放課後児童支援員等研修事業の
実施に係る業務の委託

H31.4.10

（住所）岡山県岡山市北区蕃山町4
番5号岡山繊維会館4階
（名称）特定非営利活動法人　日本
放課後児童指導員協会　理事長
住野好久

6,220,000 第167条の2第1項第2号 子ども・子育て支援課
その性質又は目的が競争入札に適さないものであるため。
また、プロポーザル形式により実施した提案競技審査委員会において
最優秀提案者に決定したため。

島根県子育て支援員研修に係る
委託業務

H31.4.19
株式会社ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2丁目
9番地

6,409,999 第167条の2第1項第2号 子ども・子育て支援課
その性質又は目的が競争入札に適さないものであるため。
また、プロポーザル形式により実施した提案競技審査委員会において
最優秀提案者に決定したため。

生の楽習講座事業の業務委託 H31.4.3 一般社団法人島根県助産師会 6,100,000 第167条の2第1項第2号 子ども・子育て支援課
その性質又は目的が競争入札に適さないものであるため。
契約相手先が本事業を実施できる唯一の委託先である。
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契約の名称又は商品・数量等 契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額（円）
地方自治法施行令

の適用条項
所管部課（地方機関）

の名称
随意契約
とした理由

備考

しまね縁結びサポートセンターへ
の委託業務

H31.4.1
一般社団法人しまね縁結びサポー
トセンター
島根県松江市殿町8－3

35,035,000 第167条の2第1項第2号 子ども・子育て支援課
その性質又は目的が競争入札に適さないものであるため。
契約相手先が本事業を実施できる唯一の委託先である。

企業の結婚支援業務委託 H31.4.1
一般社団法人しまね縁結びサポー
トセンター
島根県松江市殿町8－3

1,979,560 第167条の2第1項第2号 子ども・子育て支援課
その性質又は目的が競争入札に適さないものであるため。
契約相手先が本事業を実施できる唯一の委託先である。

首都圏等での出会い創出イベント
「島コン」企画運営業務

H31.4.1
株式会社MYTuRN
島根県松江市新雑賀町4－6

1,969,000 第167条の2第1項第2号 子ども・子育て支援課
その性質又は目的が競争入札に適さないものであるため。
契約相手先が本事業を実施できる唯一の委託先である。

こっころカンパニー登録促進業務 H31.4.1
島根県社会保険労務士会
島根県松江市母衣町55－4

1,320,000 第167条の2第1項第2号 子ども・子育て支援課
その性質又は目的が競争入札に適さないものであるため。
契約相手先が本事業を実施できる唯一の委託先である。

島根県新卒保育士確保支援業務 H31.4.1
社会福祉法人島根県社会福祉協
議会
島根県松江市東津田町1741番地3

2,167,000 第167条の2第1項第1号 子ども・子育て支援課
その性質又は目的が競争入札に適さないものであるため。
契約相手先が本事業を実施できる唯一の委託先である。

島根県保育士・保育所支援セン
ター設置・運営業務

H31.4.1
社会福祉法人島根県社会福祉協
議会
島根県松江市東津田町1741番地3

12,450,000 第167条の2第1項第1号 子ども・子育て支援課
その性質又は目的が競争入札に適さないものであるため。
契約相手先が本事業を実施できる唯一の委託先である。

平成31年度しまね子育て応援パ
スポート（こっころ）協賛店等情報
提供システム構築、運用保守及
び登録促進業務業務

H31.4.1
株式会社アルテミスビュースカイ
出雲市渡橋町416番地

3,850,000 第167条の2第1項第2号 子ども・子育て支援課
平成31年2月20日に開催したしまね子育て応援パスポート（こっころ）協賛店等情
報提供システム構築、運用保守及び登録促進業務に係る提案競技審査委員会
において決定したため。

平成31年度自死予防電話相談員
養成事業実施業務委託

H31.4.1
社会福祉法人島根いのちの電話松
江市東津田町1741番地3

2,450,000 第167条の2第1項第2号 障がい福祉課

同法人は、昭和54年に設立されて以来、県内で唯一の常設の電話相談
機関としてボランティアの電話相談員により運営され、人生の悩みに関
する相談をはじめとする様々な電話相談に応じてきており、同様の活動
を行っている団体は同法人の他にないため。

あいサポート運動推進事業委託 H31.4.1
社会福祉法人島根県社会福祉協
議会
松江市東津田町１７４１－３

3,523,630 第167条の2第1項第2号 障がい福祉課

あいサポートメッセンジャーを養成するための研修会を実施し、メッセン
ジャーの登録・管理、あいサポーター研修会の受付、講師派遣、実施、
結果報告を行うとともに小学生向け教材の作成を行うものである。
島根県社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき設置され、地域福祉の
推進や社会福祉事業に関する連絡調整を主たる目的とする公的な法人
である。
あいサポート運動推進事業を県内で広域的に実施できる団体は、島根
県社会福祉協議会しかなく、同法人を委託先とする。

障がい者就労移行推進事業業務
委託

H31.4.1
社会福祉法人桑友
島根県松江市天神町93番地

13,664,800 第167条の2第1項第2号 障がい福祉課
本事業は障害者雇用促進法第33条による指定を受けた法人が行うこと
とされており、各圏域で国の指定を受けた法人が当該法人１か所である
ため。

障がい者就労移行推進事業業務
委託

H31.4.1
社会福祉法人雲南広域福祉会
島根県雲南市木次町下熊谷1259
番地1

8,439,600 第167条の2第1項第2号 障がい福祉課
本事業は障害者雇用促進法第33条による指定を受けた法人が行うこと
とされており、各圏域で国の指定を受けた法人が当該法人１か所である
ため。

障がい者就労移行推進事業業務
委託

H31.4.1
社会福祉法人親和会
島根県出雲市神西沖町2476番地1

14,044,800 第167条の2第1項第2号 障がい福祉課
本事業は障害者雇用促進法第33条による指定を受けた法人が行うこと
とされており、各圏域で国の指定を受けた法人が当該法人１か所である
ため。
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契約の名称又は商品・数量等 契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額（円）
地方自治法施行令

の適用条項
所管部課（地方機関）

の名称
随意契約
とした理由
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障がい者就労移行推進事業業務
委託

H31.4.1
社会福祉法人亀の子
島根県大田市長久町長久ロ267-6

8,839,600 第167条の2第1項第2号 障がい福祉課
本事業は障害者雇用促進法第33条による指定を受けた法人が行うこと
とされており、各圏域で国の指定を受けた法人が当該法人１か所である
ため。

障がい者就労移行推進事業業務
委託

H31.4.1
社会福祉法人いわみ福祉会
島根県浜田市金城町七条ハ559番
地2

10,897,200 第167条の2第1項第2号 障がい福祉課
本事業は障害者雇用促進法第33条による指定を受けた法人が行うこと
とされており、各圏域で国の指定を受けた法人が当該法人１か所である
ため。

障がい者就労移行推進事業業務
委託

H31.4.1
社会福祉法人希望の里福祉会
島根県益田市高津三丁目23番地1
号

11,197,200 第167条の2第1項第2号 障がい福祉課
本事業は障害者雇用促進法第33条による指定を受けた法人が行うこと
とされており、各圏域で国の指定を受けた法人が当該法人１か所である
ため。

障がい者就労移行推進事業業務
委託

H31.4.1
社会福祉法人わかば
島根県隠岐郡隠岐の島町岬町
中の津四309番地1

4,796,000 第167条の2第1項第2号 障がい福祉課
本事業は障害者雇用促進法第33条による指定を受けた法人が行うこと
とされており、各圏域で国の指定を受けた法人が当該法人１か所である
ため。

障がい者就労事業振興センター
業務委託

H31.4.1
特定非営利活動法人島根県障が
い者就労事業振興センター
松江市東津田町1741番地3

42,013,000 第167条の2第1項第2号 障がい福祉課

特定非営利活動法人島根県障がい者就労事業振興センターは、平成
22年度に設置された島根県障がい者就労事業振興協議会が発展し
NPO法人であり、スタッフはこれまで就労事業振興センター業務を受託
してきた社会福祉法人からの転籍など障がい者の就労支援に関するノ
ウハウの蓄積があり、高い事業効果が見込まれるため。

心のダイヤル（電話相談）業務委
託

H31.4.1
社会福祉法人島根いのちの電話
島根県松江市東津田町1741番地3

6,050,000 第167条の2第1項第2号
心と体の相談セン
ター

本契約にあたっては、県民の相談を受けることから県内の情勢を知って
いること、相談員に対する定期的な研修実施が可能であり相談員の質
の維持向上が図られることを要件とした。
選定法人は、当時の島根県の自殺率が全国高位であったことを背景
に、昭和54年7月に自殺予防を目的とした相談電話を開設し、現在にお
いても年間1万件を超える相談を受けている。また、いのちの電話相談
員は定期的な研修受講により相談に必要な知識と技能を維持している
ほか、本県からの委託を受け電話相談員養成講座を実施するなどして
おり、人材育成にかかる深い知識と長い経験は選定法人のみが有して
いる。本件において、当該業務を遂行できる法人は選定法人に限られる
ため、選定法人より見積書を徴取するものである。

平成３１年度島根県動物管理セン
ター管理運営業務委託

H31.4.1
新生運送有限会社
出雲市塩冶町１７０４

13,191,180 第167条の2第1項第8号 薬事衛生課 競争入札を行ったが、再度入札により落札者が決定しなかったため。

平成31年（2019年）度食品衛生法
に基づく収去検査業務委託

H31.4.1
公益財団法人島根県環境保健公
社
松江市古志原一丁目4番6号

6,392,650 第167条の2第1項第2号 薬事衛生課

左記法人は、食品衛生法第33条により登録された検査機関で、食品中
の汚染物質や貝毒、同法第１１条第１項により定められた食品の成分規
格など、県内の登録検査機関中で最も幅広い検査項目に対応できる体
制が整っており、試験検査に関して多くの実績がある。また、松江市の
本社に加え浜田支所を持ち、県内各保健所の検体を定期的に回収して
おり、当事業における収去食品の輸送面においても全県下をカバーする
体制が整っている。食品の試験は定期的に実施する収去検査の外、食
中毒等の事故発生時や違反食品の流通等、緊急的に行う検査もあり、
速やかに対応し試験結果を得るためには、県内に所在していることが不
可欠である。さらに、委託業務に係る協議・調整を綿密に行うことや、委
託業務の監査等も容易に実施することができる。以上の条件を備えた
委託先は左記の者以外にない。
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契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額（円）
地方自治法施行令
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随意契約
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平成31年（2019年）度食肉中の残
留動物用医薬品検査業務委託

H31.4.19
ビューローベリタスエフイーエー
シー株式会社
出雲市湖陵町板津1番地

1,837,000 第167条の2第1項第2号 薬事衛生課

左記会社は、食品衛生法第33条により登録された検査機関で、食品中
の残留有害物質や同法第１１条第１項により定められた食品の成分規
格など、幅広い項目の理化学検査に対応できる体制が整っており、同法
第26条第３項による国の命令検査等多くの実績がある。左記会社の検
査施設は、大田市の食肉衛生検査所から10数kmの範囲にあり、国内の
登録検査機関の中で最も同検査所に近い場所にある。このため、検体
輸送が比較的容易にできるだけでなく、残留の疑いがある食肉を緊急
的に検査したい場合に、他の検査機関に委託するよりも早く検査結果が
得られ、迅速な措置が可能になる。県内には収去検査業務の委託先で
あるもう１つの登録検査機関が存在するが、危機管理の上で複数の登
録検査機関に委託できる体制が必要であることに加え、「島根県中小企
業・小規模企業振興条例」に基づき、県内中小企業の振興及び育成を
図るためにも、これまで発注を行わなかった県内の登録検査機関に受
注機会を確保する必要がある。以上の条件を備えた委託先は左記の者
以外にない。

平成31年度食品衛生推進業務の
委託

H31.4.19
一般社団法人　島根県食品衛生協
会
松江市大輪町414番地9

2,417,500 第167条の2第1項第2号 薬事衛生課
本業務には、県内全域での食品等事業者間のﾈｯﾄﾜｰｸと専門的知識が
不可欠であり、業務遂行に必要な体制が整えられているのは、本団体
の他にはない。

平成31年度献血推進員設置事業
委託

H31.4.1
松江市内中原町40番地
日本赤十字社島根県支部　局長

4,038,672 第167条の2第1項第2号 薬事衛生課

献血推進員の業務は、移動採血車の配車計画に基づく各配車地域の
企業団体等への協力依頼や血液不足時の緊急な献血要請を行うことな
どであるが、当該業務を円滑かつ迅速に実施するためには県内の移動
採血車の稼働状況や血液の在庫状況等を常時把握する必要があり、こ
の条件を満たすことができるのは県内に血液センターを設置している日
本赤十字社島根県支部以外にない。

平成３１年度島根県負傷及び収
容動物診療等業務委託

H31.4.1
公益社団法人島根県獣医師会
松江市殿町１０５

1,983,012 第167条の2第1項第2号 薬事衛生課

本業務の遂行にあたっては、県内全域の開業獣医師をカバーし、かつ
参加獣医師を取りまとめることができる組織が必要である。上記法人は
県内獣医師の大多数で組織されており、事業実施に必要な連絡体制が
整えられている。以上の条件を備えた委託先は左記の者以外にない。

平成３１年度島根県譲渡猫不妊
去勢手術費用助成制度に係る業
務委託

H31.4.1
公益社団法人島根県獣医師会
松江市殿町１０５

1,739,694 第167条の2第1項第2号 薬事衛生課

本業務の遂行にあたっては、県内全域の開業獣医師をカバーし、かつ
参加獣医師を取りまとめることができる組織が必要である。上記法人は
県内獣医師の大多数で組織されており、事業実施に必要な連絡体制が
整えられている。以上の条件を備えた委託先は左記の者以外にない。
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